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雑穀シコクビエが分泌する 
BNI物質を初めて同定 

• 既知天然物質と異なる新規炭素骨格を持
つジテルペノイドであり、コラカノール A および
B と命名。 

• コラカノール類を指標に高 BNI 系統を選
抜、低窒素・低環境負荷の雑穀生産への
活用に期待。 

この化学構造は、新規の炭素骨
格を持つジテルペノイド 

結晶スポンジ法による X 線
結晶構造解析で絶対立体
配置を決定 

72 時間後、100 µM コラカノール A と 250 µM コラカノール B
を添加した条件では、コントロール (無添加) と比較して 99%程
度の亜硝酸の発生を抑制 

次世代農業の実現に向けた 
捕食性原生生物の活用 

• 捕食性原生生物が土壌微生物群集の組成
を左右する普遍要因であることを初めて実証。 

• 捕食者が優占細菌を選択的に捕食し、多様
性を高めつつ種ごとに異なる群集構造を形
成。 

• 本機構の応用により、低投入で養分循環の
効率化や病害抑制を実現する新たな土壌管
理技術が期待される。 

捕食者添加により、異なる
土壌由来の細菌群集が、
捕食者の種ごとに特定の
方向へ収束する傾向が確
認された。 

もともと組成の異なる二つの群集 A
と B に、異なる捕食者 α (赤) と β 
(青) をそれぞれ添加すると、同じ捕
食者にさらされた群集同士は次第
に似た組成へと変化する (収束)。 

稲わらから高濃度糖液を 
効率よく作る微生物糖化法 

• 界面活性剤と稲わらの二段階投入による半
連続運転を組み合わせた糖化システム新たな
設計により、反応系を安定化。 

• 理論収率の 70.1％で糖液を生成でき、通常
の共培養に比べ約 1.4 倍の糖液量が得られ
ることを確認。 

 

図 稲わらから高濃度糖
化液を効率よく作る微生
物糖化法（界面活性剤
0.5 添加、稲わらを段階
的に投入することで、理論
収率の 70.1%で稲わらか
らグルコースを生成） 

農業分野における二国間クレジット
制度活用プラットフォームメンバー
企業による JCMプロジェクト化 

• ３件の AWD による水田メタン排出に関するプロジ
ェクトを提出。 

• フィリピンの主要な水稲作地域であるブラカン州、バ
タンガス・ラグナ州、パンガシナン州で実施。 

• AWD 導入により 3 割の水田由来メタン排出削減
を目指す計画。 

JCM プロジェクト 3件 
1. "Methane gas reduction project in 

Bulacan Province through AWD 
(Alternate Wetting and Drying) 
implementation in rice paddies
“(Philippines, PH008) 

2. "Methane gas reduction project in 
Batangas and Laguna Provinces through 
AWD (Alternate Wetting and Drying) 
implementation in rice paddies" 
(Philippines, PH009) 

3. "The Climate-Resilient Rice Farming 
Project in Pangasinan" (Philippines, 
PH010) 



 

iv 

 

 

令和 7 年度の代表的な研究成果 【食料プログラム】 

 

 

 

 

ICP全波長データの活用による 
迅速土壌診断技術を開発 

元素分析装置（ICP）で取得される全波長
データを深層学習することで、高精度な土壌診
断が可能であることを示した 
単一の土壌抽出液を対象に、ICP による分析
を実施するだけで、多項目の診断が可能 
 

通常 ICP では測定出来ない項目も多項目を一括で高精度に予測 

→ 試薬、分析時間、分析装置を大きく削減 
→ 安価で迅速な多項目土壌診断技術として期待 

貧栄養水田の収量改善に有効な 
根系理想型と局所施肥 P-dipping

との組合せ効果解明 
 Dro1（深根）遺伝子座と qsor1（浅根）遺

伝子座の組合せによる根域拡大や qsor1 遺伝
子座と局所施肥 P-dipping の組み合わせで養
分の吸収効率を改善 
→ サブサハラアフリカの貧栄養土壌向けの品
種選抜・育成への活用に期待 

周年産卵し、雨季中盤がその盛期。雨季の終
盤から小型個体が漁獲され始め、メスは孵化後
1 年以内で産卵可能に。 
 

小型テナガエビ類 

生活史特性と資源管理措置の季節的な対応関係 

→ 全魚種を対象とした雨季の現行の禁漁期
設定は、産卵を控えた親エビ保護にも有効 

→ 今後の資源管理への活用に期待 

タイ東北部における小型テナガエビ類の
生活史特性の解明と 
資源管理方策の提言 

キヌアナトリウム
輸送体 

海水レベルの高塩濃度にも耐性を持つキヌア幼植物
において、地上部へのナトリウムの取り込み量が栽培
地域によって異なり、ウユニ塩湖周辺などの高塩濃度
環境でも生育する南部高地系統は地上部に塩をた
め込みにくいことを発見 

キヌアの高塩耐性を支える 
塩排出輸送体の解明 

 

３つのナトリウム輸送体が
キヌアの塩排出に実際に機
能していることを証明。 
 
→ キヌアのもつ優れた  
塩耐性機構の謎を解く   
手がかりに 
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令和 7 年度の代表的な研究成果 【情報プログラム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グリーンアジアを通じた日本発技術
の情報発信と国際連携基盤整備

農水省傘下国立研究開発法人4機関・産総研・大学による計44技術を
掲載した「技術カタロVer.4.0」

ページ閲覧10,500回・ダウンロード12,100回（2023.４～26.1末）

科学と政策の接続（SPI）強化を
通じた技術の社会実装加速モデル

農林水産分野GHG 排出削減技術海外展開パッケージ
（MIDORI・インフィニティ）

世界的に著名な科学者や主要な農業研究機関の幹部
からなる「国際科学諮問委員会」は、グリーンアジアプロジェ
クトにおける有望技術の実証・実装のための国際共同研
究推進に助言。その総括において、様々なステークホル
ダーとの対話を通じ、日本発技術を、アジアモンスーン地域
の政策形成と現場実装につなぐ国際連携プラットフォームと
して高く評価、後継事業を支持。

国際農研前理事長

日本が開発した農業技術を技術カタログ形式に編纂し
たことが、ASEAN諸国等の大使館や国際機関アタッシェ
による活用を促し、「農林水産分野GHG排出削減技
術海外展開パッケージ（MIDORI・インフィニティ）」や
「日ASEANみどり協力プラン」別添資料として位置付け
られ、国際協力枠組みにおける参照ツールとして活用さ
れ、政策に貢献。

 G7農業大臣会合
 国連食料システム関連会合
 ASEAN会合
 COP会合（気候変動）

国際政策対話における情報発信万能なアプローチは存在しない
実証試験

助言
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１． 法人の長によるメッセージ 

国民の皆様へ 
  

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター（以下、「国際農研」。Japan International 
Research Center for Agricultural Sciences （略称 JIRCAS））は、前身の組織を含め 50 年以

上にわたり、熱帯・亜熱帯地域、開発途上地域の農林水産業技術の向上のため、現地の研究機

関、大学などと国際共同研究を行って、世界の農林水産業の発展に貢献している組織です。 
 
世界の農林水産業を巡る状況は、時代とともに大きく変遷しています。緑の革命などの大増産

の時代、先進国間の輸出競争の時代、地球環境問題への認識が深まった時代、経済危機によっ

て食料価格が乱高下した時代、それぞれの時代で、農林水産業技術開発への期待も変化してき

ました。特に、私たちの法人が対象としている熱帯・亜熱帯地域、開発途上地域では、経済のグロ

ーバル化、都市化、経済の急成長などによって、新しい技術へのニーズも大きく変化しています。

気候変動などの地球規模の課題が顕在化する中、国連では 2030 年までに、様々な課題を克服

し、持続可能な社会の形成をめざす人類共通の目標、SDGs が策定され、目標達成のための多く

の活動が展開されています。令和 3（2021）年 9 月には、国連食料システムサミットが開催され、

食料の生産、加工、輸送及び消費に関わる一連の活動を持続可能なシステムへ転換していくこと

が確認されました。 
 
我が国も、2050 年までにカーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言し、令和 3 年 5 月に

は、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現するための中長期的

な視点での政策方針「みどりの食料システム戦略」を策定し、取組を進めています。また、令和 6
（2024）年に 25 年ぶりに改正された食料・農業・農村基本法に基づき、令和 7 (2025) 年４月には、

新たな基本計画が閣議決定されました。これにより、「食料安全保障の確保」や「環境と調和のとれ

た食料システムの確立」などが明確に打ち出され、国内研究だけでなく、地球規模の課題解決の

ための国際研究への期待が高まっています。 
 
国際農研は、このような時流の中、平成 27（2015）年に策定した確固とした法人の長期的な理

念（JIRCAS ビジョン）の下、研究開発による食料・環境問題の解決、科学技術による国際貢献を

一貫して継続しています。令和 3（2021）年 3 月、当時の国際農林水産業研究を巡る情勢を踏ま

えて主務省から指示された第 5 期中長期目標には、改めて「我が国を代表する国際農林水産業

分野における研究機関として、食料・農業・農村基本計画等の政策の実現に向け、我が国を含む

世界の農林水産業技術の向上を図り、持続可能な農林水産業の発展に寄与する」という国際農研

が果たすべきミッションが示されています。 
 
第 5 期中長期目標期間の 5 年間では、企画、環境、食料、情報の 4 つの業務セグメントを配置

し、簡素で効果的な業務運営に取り組みました。専門別領域に所属する多分野の研究職員が研

究業務セグメントに設定される複数の研究プロジェクトに参画し、問題解決型の研究活動に学際的
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に取り組むという研究推進体制のもとで運営を進めました。このほか、広報・連携業務を法人一体

として推進する情報広報室も機能を発揮しました。令和 5（2023）年度からは、新たに ICT ガバナ

ンスの強化やデジタルトランスフォーメーション（DX）推進のための体制も整備しました。 
  

中長期計画期間の最終年にあたる令和 7 年度は、みどりの食料システム戦略の実現のための

「グリーンアジア」プロジェクトで編纂した「アジアモンスーン地域の生産力向上と持続性の両立に

資する技術カタログ」の Ver.4.0 を公開し、また、その掲載技術が「MIDORI・インフィニティ」や「日

ASEAN みどり協力プラン（改定）」に引用されるなど、政策の方向に即した研究の戦略的推進が

実を結んだ年となりました。さらに、国内外での BNI 強化コムギの品種育成や、農産廃棄物の再

利用技術の実証研究など、多くの社会実装に向けた研究を推進することができました。令和 8 年

度から始まる第 6 期中長期期間に向けては、国際共同研究にともに取り組む各国・各地のパート

ナー機関と、地球規模課題解決に向けたニーズや政策の動向を再確認し、我が国を含む世界の

農林水産業技術の向上とともに、持続可能な農林水産業の発展に寄与する研究推進に向けて、

強固な土台を築くことができました。 
 

50 年以上にわたる国際共同研究の積み重ねを通じて培ってきた当法人の強みは、地球規模の

食料・環境問題に対し、多様な専門性を結集し、国内の研究機関、国際研究機関及び現地パート

ナーと連携しながら、現場に根ざした実効性のある解決策を提示してきたことにあります。国際農

研は、国の予算を使う公的機関としての責任を自覚し、役職員が一体となって、「地球と食料の未

来のために」、持続可能な農林水産業の発展と食料安全保障の確保に貢献してまいります。当法

人の一年間の業務の一端を紹介する本事業報告書をお目通しいただき、国際農研の活動への変

わらないご理解、ご支援、ご協力をいただければ幸いです。また、忌憚のないご助言、ご質問もお

待ちしております。 
 
 
 
 
 

国立研究開発法人 
     国際農林水産業研究センター 

理事長    長谷川 利拡 
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2．法人の目的・業務内容 

（1） 法人の目的 

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター（国際農研）は、熱帯又は亜熱帯に属する

地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究

等を行うことにより、これらの地域における農林水産業に関する技術の向上に寄与することを目

的としています。 

（国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第 3 条）  

 

（2） 業務内容 

上記の目的を達成するため以下の業務を行っています。 

① 熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関

する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 

② ①の地域における農林水産業に関する内外の資料の収集、整理及び提供を行うこと。 

③  科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成二十年法律第六十三号）第三

十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを

行うこと。 

④ ①、②及び③の業務に附帯する業務を行うこと。 

  （国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第 11 条） 

 

 

3．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

令和 2 年 3 月 31 日に「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定されました。この中で、飢餓・

貧困や、栄養不良、気候変動、越境性動物疾病等の地球規模課題に対応するため、途上国に

対する農業生産や食品安全等に関する研究開発を実施することとされました。また、本計画で

は、研究協定覚書（MOU）の積極的な締結や、海外の拠点整備による体制強化など国際共同

研究を推進するとしています。 

加えて、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現することを目

指して策定された「みどりの食料システム戦略」（令和 3 年 5 月 12 日農林水産省決定）では、同

戦略を、欧米とは気象条件や生産構造が異なるアジアモンスーン地域の新しい持続的な食料シ

ステムの取組モデルとして、我が国から積極的に提唱し、国際ルールメイキングに参画すること

が取組方向のひとつとされています。 

さらに、令和 6 年度に改正された食料・農業・農村基本法（平成 11 年法律第 106 号）に基づ

き、新たな「食料・農業・農村基本計画」（令和 7 年 4 月 11 日）が閣議決定されました。この中で、

アジアモンスーン地域やグローバル地域における農業技術の開発・実証・普及及び国際農研の

研究基盤整備・機能強化やみどりの食料システム戦略関連技術の研究開発の促進が謳われて

います。 

国際農研は、開発途上地域を対象とする研究開発に関する中核的な役割を担う機関として、

上記の「食料・農業・農村基本計画」、「みどりの食料システム戦略」をはじめ、科学技術・イノベ

ーション基本計画（令和 3 年 3 月 26 日閣議決定）等の政策の実現に向け、我が国を含む世界

の農林水産技術の向上を図り、持続可能な農林水産業の発展に寄与することを使命としていま

す。 
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4．中長期目標 

（1） 概要 

① 中長期目標の期間 

中長期目標の期間は、令和 3 年 4 月１日から令和 8 年 3 月 31 日までの 5 年間です。 

② 中長期目標の簡潔な説明 

国際農研は、我が国を代表する国際農林水産業分野における研究機関として、我が国を含

む世界の農林水産業技術の向上を図り、持続可能な農林水産業の発展に寄与することをミッ

ションとし、地球規模の食料・環境問題の解決を目指すために次の点を特に重視し業務を行う

こととされています。 

（1）研究開発の効果的・集中的な実施 

（2）センター機能の強化 

併せて機動的かつ柔軟な対応ができる研究推進体制の構築、多様なパートナーとの協力・

連携の強化、広報の更なる推進に留意することとされています。 

なお、詳細は「国立研究開発法人国際農林水産業研究センター中長期目標」（令和 3 年 2

月 26 日制定、令和 4 年 7 月 25 日改正）をご参照ください。 

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/chuki/pdf/mokuhyo5_jircas.pdf 

 

（2） 一定の事業等のまとまり毎の目標 

当法人は、中長期目標における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情報

を開示しています。 

具体的な区分名は以下のとおりです。 

①  企画セグメント 
気候変動への対処や新たな食料システムの構築に係る地球規模課題の解決に向け、開発

途上地域及び我が国の双方に裨益する研究開発を戦略的に推進するため、政策の方向に

即した研究の推進と PDCA サイクルの強化、産学官連携及び協力の促進・強化、知的財産マ

ネジメントの戦略的推進、研究開発成果の社会実装の強化、広報活動及び国民との双方向

コミュニケーションの推進並びに行政部局等との連携強化を実施します。 

②  環境セグメント 
農林水産業に大きく依存する開発途上地域において、地球規模で進行する気候変動に対

処し、更なる環境悪化を阻止するには、地球システム維持に係るリスクの科学的評価に基づき、

環境が不可逆的な変化を起こすいわゆる臨界点を越えることなく、資源利用効率を最大化す

ることで、持続的な農林水産業と適切な資源管理を両立するための技術を開発します。 

③  食料セグメント 
多様化する開発途上地域の農業開発ニーズに対応し、対象地域の安定的な食料生産並

びに国際的な食料需給及び食料栄養安全保障に貢献するため、農業生産性の向上と栄養

改善を達成する新たな食料システムの構築のための技術を開発します。 

④  情報セグメント 
開発途上地域の農林水産業と食料システムに係る課題や開発ニーズを把握するため、諸

外国における分析や将来予測等を行うとともに、広範な情報の収集・整理・発信体制を構築し、

広く提供します。また、国内にも裨益する研究開発及び研究開発成果の社会実装に向けた

取組を推進します。 
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研究関連業務の推進体制 

 

 

5．法人の長の理念や運営上の方針・戦略等 

当法人は、運営基本理念及び運営方針（JIRCAS ビジョン）を以下のとおり定めています。 

（1）  基本理念 

 地球規模の食料・環境問題の解決 
国際農研は、最新の科学的知見を駆使して、食料不安・栄養不良や持続的な資源環

境管理など、地球規模の困難な問題の解決のため、最適な技術を提案します。 

 国際農林水産業分野の中核研究機関 
国際農研は、我が国を代表する国際農林水産業分野の研究機関として、国際的な科

学的議論を主導し、我が国の食料安全保障と国際社会の繁栄と安定に貢献します。 
（2）  運営方針 

 研究開発成果の最大化 
国際農研は、常に調査・研究の出口、成果の現場での利活用を意識し、広く社会にイ

ンパクトを与える「研究開発成果の最大化」を目標に活動します。 
 国内外の協働と連携 

国際農研は、国内外の広範な研究者、研究機関や行政機関、開発機関、農林漁業者、

企業などの協働と連携の場を提供し、農林水産分野のイノベーション創出を推進します。 
 働きやすい安全な業務環境 

国際農研は、すべての役職員が働きがいのある、安全で働きやすい職場環境を整え、

効率的で質の高い活動を継続します。 
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6．中長期計画及び年度計画 

当法人は、中長期目標を達成するための中長期計画を作成し、これに基づき、事業年度

毎に年度計画を策定しています。中長期計画と当事業年度に係る年度計画との関係は以下

の通りです。 

 

中長期計画 年度計画 

第１ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１ 研究開発マネジメント＜企画セグメント＞ 

（１）政策の方向に即した研究の戦略的推進 

研究対象地域における活動の制約リスクに

対処するため、現地の状況に柔軟に対応しう

る研究課題を設定するとともに、国際研究機

関や国際研究ネットワークを介した研究の実

施及び国内施設の活用等による研究推進体

制を構築する等の取組を行う。 

研究対象地域における活動の制約リスクに

対処するため、国際研究ネットワーク及び国内

施設を活用して研究を推進する。中長期目標

達成のため、令和５年度に実施した中間見直

しに基づいて修正した工程表に基づく研究課

題の進捗管理を行う。等 

（２）産学官連携、協力の強化 

開発途上地域における農林水産業に関す

る研究水準の向上と課題解決に貢献するた

め、開発途上地域や先進諸国の研究機関及

び大学、CGIAR 等の国際研究機関、国際的

な研究ネットワーク、国際機関、民間企業、

NGO 等との国際共同研究や人的交流を積極

的に推進する。等 

開発途上地域における農林水産業に関す

る研究水準の向上と課題解決に貢献するた

め、開発途上地域や先進諸国の研究機関及

び大学、CGIAR 等の国際研究機関、国際的

な研究ネットワーク、国際機関、民間企業、

NGO 等との国際共同研究や人的交流を積極

的に推進する。特に「みどりの食料システム基

盤農業技術のアジアモンスーン地域応用促進

プロジェクト」での同地域におけるネットワーク

構築による国際連携を進める。等 

（３）知的財産マネジメントの戦略的推進 

研究開発成果は地球公共財（Global Public 

Goods）として開発途上地域での利活用を促

進する観点に留意しつつその取扱いを検討

するとともに、迅速な社会実装や技術普及に

向けた戦略的な知的財産マネジメントを推進

するため、発明時における秘匿化・権利化（権

利の帰属・共有割合、ライセンシングポリシ

ー、改良発明の取扱いについての合意を含

む）・標準化・公知化や、権利化後の特許等の

開放、独占的な実施許諾等については、必要

性や効果に基づき最も適切な方法を採用する

ように取り組む。等 

研究開発成果は地球公共財（Global Public 

Goods）として開発途上地域での利活用を促

進する観点に加え、迅速な社会実装や技術

普及、わが国のプレゼンス向上等の観点も踏

まえ、オープン・クローズを組み合わせた戦略

的な知的財産マネジメントを推進する。このた

め、知的財産権審査会において、権利化又は

秘匿化すべき発明であるか、その他発明の取

扱いについて審査を行う。審査に当たっては、

知的財産に関する基本方針に基づき、最も適

切な方法を採用する。等 

（４）研究開発成果の社会実装に向けた取組の強化 

研究開発成果の普及と社会実装を図るた

め、研究開発成果については、権利化の可能

性や秘匿化の必要性等を検討し、公知化が

望ましいものについては、研究成果情報、学

術雑誌等への論文掲載等により積極的に公

表する等の取組を行う。 

研究開発成果の普及と社会実装を図るた

め、研究開発成果については、研究成果の公

表届を活用して、権利化の可能性や秘匿化の

必要性等を検討する。公知化が望ましいもの

については、研究成果情報、学術雑誌等への

論文掲載等により積極的に公表する。等 



 

- 7 - 

 

 

（５）広報活動及び国民との双方向コミュニケーションの推進 

国際農研の活動及び成果並びに開発途上

地域を対象とする国際的な研究開発の必要

性、国際農研の貢献及び研究活動を通じた科

学技術外交への寄与等に対する国民の理解

を促進するため、情報セグメントにおける戦略

的情報提供の取組を支援する。プレスリリー

ス・取材対応等、メディアを有効に活用すると

ともに、刊行物の発刊、メールマガジンの発

信、外部イベントへの出展など、多様な媒体や

コミュニケーションツールを活用して、国内外

における情報発信や双方向コミュニケーション

の機会を拡充する等の取組を行う。 

国際農研の活動及び成果並びに開発途上

地域を対象とする国際的な研究開発の必要

性や国際農研の貢献及び研究活動を通じた

科学技術外交への寄与等について、国民から

の理解が得られるよう広報活動に取り組む。プ

レスリリース・取材対応等によってメディアを有

効に活用するとともに、刊行物の発刊、メール

マガジンの発信、外部イベントへの出展など、

多様な媒体やコミュニケーシ ョンツールを活用

し、国内外における情報発信や双方向コミュ

ニケーションの 機会拡充に取り組む。等 

（６）行政部局等との連携強化 

我が国の政策に対応した適切な研究開発と

施策への貢献を図るため、研究の設計から成

果の普及・実用化に至る各段階において、関

係行政部局との情報交換を密に行うとともに、

毎年度の成果検討会議等に関係行政部局の

参加を求め、ニーズの把握や成果の検証を行

う等の取組を行う。 

我が国の政策に対応した適切な研究開発と

施策への貢献を図るため、研究の設計から成

果の普及・実用化に至る各段階において、関

係行政部局との情報交換を密に行うとともに、

毎年度の国際農林水産研究連携推進会議等

に関係行政部局の参加を求め、ニーズの把握

や成果の検証を行う。等 

２ 気候変動対策技術や資源循環・環境保全技術の開発＜環境セグメント＞ 

農林水産業に大きく依存する開発途上地域

において、地球規模で進行する気候変動に対

処し、更なる環境悪化を阻止するには、地球

システム維持に係るリスクの科学的評価に基

づき、環境が不可逆的な変化を起こすいわゆ

る臨界点を越えることなく、資源利用効率を最

大化することで、持続的な農林水産業と適切

な資源管理を両立する必要がある。このため、

温室効果ガス排出抑制技術等の開発、カーボ

ンリサイクル技術の開発、生物的硝化抑制

（BNI）技術の活用による低負荷型農業生産シ

ステムの開発、熱帯林の林業生産力と環境適

応性を強化する造林技術の開発、熱帯・島嶼

における山・里・海連環による環境保全技術の

開発及び乾燥地における土壌保全技術や干

ばつのリスクを軽減するための技術開発等を

行う。 

気候変動に対処し、持続的な農林水産業と

適切な資源管理を両立するため、アジアモン

スーン地域に適用可能な気候変動対応技術

の開発、農作物残渣の適正処理を進め地球

規模環境問題を改善するため微生物糖化技

術の高度化を目指した技術開発、生物的硝化

抑制(BNI)強化コムギに関する技術開発、環境

適応的造林技術の開発、熱帯島嶼を対象とし

た、環境保全的な営農管理手法の開発、及び

乾燥地の灌漑農地における持続的土地管理

法の開発等を行う。 

３ 新たな食料システムの構築を目指す生産性・持続性・頑強性向上技術の開発＜食料セグ

メント＞ 
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多様化する開発途上地域の農業開発ニー

ズに対応し、対象地域の安定的な食料生産並

びに国際的な食料需給及び食料栄養安全保

障に貢献するため、農業生産性の向上と栄養

改善を達成する新たな食料システムの構築を

図る。このため、主要作物及び地域在来作物

の頑強性強化に資する育種素材及び生産技

術の開発、我が国と開発途上地域の双方に裨

益する育種素材、農産物及び食品を獲得する

ための技術開発、効率的で環境負荷が小さい

越境性害虫防除技術の開発、生態系機能を

維持したコミュニティベースの養殖漁場管理に

よる持続的養殖技術の開発、サブサハラアフリ

カのコメ生産量倍増に有効な水管理技術、育

種素材及び栽培技術の開発及び畑作物及び

畜産を含めたアフリカ地域における農業生産

性・頑強性の向上に資する技術開発等を行

う。 

開発途上地域の農業開発ニーズに対応し、

対象地域の安定的な食料生産並びに国際的

な食料需給及び食料栄養安全保障に貢献す

るため、主要作物のイネ、ダイズ、低利用作物

のキヌアを主な対象とした劣悪な環境などさま

ざまな外的攪乱に強いレジリエント作物および

その生産技術の開発、機能性や加工特性が

向上した育種素材の開発を目指したラオスや

日本の米等の在来作物のゲノムや転写産物

等の網羅的分析、効率的な殺虫剤利用技術

の開発、カキ稚貝の安定育成に向けた中間育

成装置の開発、土壌・水ストレスに適応したイ

ネや栄養価に優れた作物の育種開発及び地

域ごとの自然環境に即した土壌・栽培管理技

術の開発等を行う。 

４ 戦略的な国際情報の収集分析提供によるセンター機能の強化 ＜情報セグメント＞ 

国内外に向けた情報発信として、広範な情

報の継続的、組織的、体系的な収集・整理・発

信体制を構築し、広く研究者、行政組織、企

業等に提供する。情報提供にあたっては、外

部イベントへの出展、刊行物や動画の作成な

ど、多様な媒体・機会を活用した効果的・戦略

的な情報発信を行う。また、国内にも裨益する

研究開発及び研究開発成果の社会実装に向

けた取組として、国内外機関との戦略的パート

ナーシップの構築を図り、開発技術の普及や

商業的展開のための実証試験、ICT 等デジタ

ル化技術の応用に向けた情報収集及び熱

帯・島嶼研究拠点を活用した我が国の亜熱帯

農業研究等を推進する。 

開発途上地域の農林水産業と世界の食料

安全保障に係る課題や開発ニーズを把握す

るため、広範な情報の継続的、組織的、体系

的な収集・整理・発信体制を構築し、広く研究

者、行政組織、企業等に提供する。アジアモ

ンスーン地域を代表した食料システム転換議

論の情報発信・世論形成に貢献し、アジアモ

ンスーン諸国の研究機関と連携し、代表的な

技術の応用研究を実施する。また、研究開発

成果の社会実装等に向け、エビ類の商業的

養殖技術の安定性と歩留まりを向上させる応

用研究を実施し、熱帯・亜熱帯地域の果菜類

の栽培管理・環境制御技術の最適化を目的と

した実証栽培試験を行う。熱帯性作物遺伝資

源の情報利用促進に向けた技術開発を進め

る。 

第２ 業務運営の効率化に関する事項 

１ 経費の削減 

（１）一般管理費等の削減 

運営費交付金を充当して行う事業につい

て、業務の見直し及び効率化を進め、一般管

理費（人件費を除く。）については毎年度平均

で少なくとも対前年度比３％の抑制、業務経費

については毎年度平均で少なくとも対前年度

比１％の抑制を行うことを目標に削減する。 

運営費交付金を充当して行う事業について

は、業務の見直し及び効率化を進め、一般管

理費については少なくとも対前年度比３％の

抑制、業務経費については少なくとも対前年

度比１％の抑制を行うことを目標に削減する。 

（２）調達の合理化 
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定量的な目標や具体的な指標を含む「調達

等合理化計画」を、毎年度６月末までに策定

し、着実に実行するとともに、毎年度の実績評

価の際、自己評価を行う。等 

定量的な目標や具体的な指標を含む「調達

等合理化計画」を、６月末までに策定し、着実

に実行するとともに、実績評価の際に自己評

価を行う。また、特例随契を適用する際の契約

監視委員会の「事前承認」に係る包括的承認

手続きを早期に進め、同委員会の承認を得て

運用する。等 

２ 組織・業務の見直し・効率化 

（１）組織・業務の再編 

法人内の情報システムの整備など業務のデ

ジタル化を進めるとともに、ICT を活用した業

務効率化を図る。等 

グループウェアにおけるワークフロー（電子

申請）の利用促進を図るとともに、テレビ会議

システムやオンライン会議システムを活用する

ことにより拠点を含めた情報伝達と意思決定

の迅速化を図る。また、各種手続についても、

電子決裁、オンライン手続き等の検討を進め、

デジタルトランスフォーメーション（DX）推進に

よる業務効率化を図る。等 

（２）研究施設・設備の集約（施設及び設備に関する計画） 

研究施設・設備整備については、老朽化の

現状や研究の重点化方向を踏まえ、他法人等

の施設の利用など検討した上で、整備しなけ

れば研究推進が困難なもの、老朽化が著しく

改修しなければ研究推進に支障をきたすも

の、法令等により改修が義務付けられているも

のなど、業務遂行に真に必要なものを計画的

に整備するとともに、利用を促進し、利用率の

向上を図る。 

研究施設・設備整備については、老朽化の

現状や研究の重点化方向を踏まえ、他法人等

の施設の利用など検討した上で、整備しなけ

れば研究推進が困難なもの、老朽化が著しく

改修しなければ研究推進に支障をきたすも

の、法令等により改修が義務付けられているも

のなど、業務遂行に真に必要なものを計画的

に整備するとともに、利用を促進し、利用率の

向上を図る。 

施設整備費補助金による整備については、

令和７年度に「海外生物工学実験棟空調設備

改修工事」の一部を実施し、また、令和６年度

から繰越して「隔離温室改修工事」の整備を

併せて実施する。 

第３ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 予算 

 割愛します。 割愛します。 

２ 収支計画 

 割愛します。 割愛します。 

３ 資金計画 

 割愛します。 割愛します。 

４ 自己収入の確保 

外部研究資金の獲得、受益者負担の適正

化、特許実施料の拡大等により、自己収入を

確保する。等 

外部研究資金の獲得、受益者負担の適正

化、特許実施料の拡大等により、自己収入を

確保する。 

５ 保有資産の処分 
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現有の施設・設備について自主点検を行

い、利用率の低いものについては、その改善

の可能性等の検討を行った上、保有の必要性

が認められないものについては適切に処分す

る。 

現有の施設・設備について自主点検を行

い、利用率の低いものについては、その改善

の可能性等の検討を行った上、保有の必要性

が認められないものについては適切に処分す

る。 

第４ 短期借入金の限度額 

第５期中長期目標期間中の各年度の短期

借入金は、４億円を限度とする。 

短期借入金は、４億円を限度とする。 

第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分

に関する計画 

なし なし 

第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

なし なし 

第７ 剰余金の使途 

開発途上地域の農林水産業を対象とする

研究戦略策定のための調査、情報技術利用

高度化のための機器の整備、広報の充実、研

究用機器の更新・購入等に使用する。 

なし 

第８ その他業務運営に関する重要事項 

１ ガバナンスの強化 

（１）内部統制システムの構築 

デジタルトランスフォーメーションを推進する

組織体制を整備するとともに、法人内手続きの

ペーパーレス化等業務のデジタル化を進め、

ICT を活用した内部統制の仕組みの高度化を

図る。等 

DX 推進により内部統制や業務の高度化・

効率化・利便性向上に取り組むとともに、業務

用情報システムの更新時にクラウドサービスと

の連携を図るなど DX に資するシステムを構築

する。等 

（２）コンプライアンスの推進 

国際農研に対する国民の信頼を確保する

観点から、法令遵守や倫理保持に対する役職

員の意識向上を図るため、研修や教育訓練等

を実施する。等 

国際農研に対する国民の信頼を確保する

観点から、必要に応じて内容を見直しながらコ

ンプライアンス一斉研修や教育訓練等を実施

し、法令遵守や倫理保持に対する役職員の意

識向上を図る。等 

（３）情報公開の推進等 

公正な法人運営を実現し、法人に対する国

民の信頼を確保する観点から、 独立行政法

人等の保有する情報の公開に関する法律（平

成 13 年法律第 140 号）等に基づき、情報公開

を積極的に推進し、情報開示請求に対しては

適切に対応する。 

公正な法人運営を実現し、法人に対する国

民の信頼を確保する観点から、法定情報の速

やかな公開に努める。さらに、独立行政法人

等の保有する情報の公開に関する法律(平成 

13 年法律第 140 号)等に基づき、情報公開を

推進するとともに、情報開示請求に対しては適

切に対応する。 

（４）情報セキュリティ対策の強化、情報システムの整備及び管理 

情報システムの整備及び管理については、

デジタル庁が策定した「情報システムの整備

及び管理の基本的な方針」（令和３年 12 月 24 

日デジタル大臣決定）に則り適切に対応する

とともに、PMO の設置等の体制整備を行う。等 

政府統一基準群（令和５年７月改訂）に伴い

令和５年度末に改定した、情報セキュリティ関

係規程（情報セキュリティポリシー・ガイドライ

ン・マニュアル）に基づき、業務用情報機器の

適切な管理及び使用に関する教育等を通じて
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情報セキュリティ対策の徹底を図る。等 

（５）環境対策・安全管理の推進 

薬品管理システム等を活用し、化学物質等

の適正管理の徹底を図る。等 

薬品等の管理に関する安全教育、職場巡

視及び定期的な点検を行うとともに、化学薬品

管理システムを活用して化学物質等を適正に

管理する。等 

２ 研究を支える人材の確保・育成 

（１）人材育成プログラムの実施 

研究管理者や研究業務の支援、技術移転

活動等を行う人材を育成するため、人材育成

プログラムに基づく取組を実施する。等 

研究管理者や研究業務の支援、技術移転

活動等を行う人材を育成するため、人材育成

プログラムに基づく取組を実施する。等 

（２）人事に関する計画 

優秀な女性・若手職員を積極的に採用する

とともに、女性の幹部登用、ワークライフバラン

ス推進等の男女共同参画の取組を強化する。

さらに、国籍に依らない研究職員の採用を進

める。等 

優秀な女性・若手職員を積極的に採用する

とともに、女性の幹部登用、ワークライフバラン

ス推進等の男女共同参画の取組を強化する。

さらに、国籍に依らない研究職員の採用を進

める。等 

（３）人事評価制度の改善 

関係規程や業績評価マニュアル等を整備

し、公正かつ透明性の高い業績及び能力評

価システムを運用するとともに、人事評価結果

を適切に処遇等に反映する。等 

関係規程や業績評価マニュアル等を必要

に応じて改定し、公正かつ透明性の高い業績

及び能力評価システムを運用するとともに、人

事評価結果を適切に処遇等に反映する。等 

（４）報酬・給与制度の改善 

役職員の報酬・給与については、国家公務

員や民間企業の給与水準等を勘案した支給

水準とする。等 

役職員の報酬・給与については、国家公務

員や民間企業の給与水準等を勘案した支給

水準とする。等 

３ 主務省令で定める業務運営に関する事項 

前中長期目標期間繰越積立金は、第４期

中長期目標期間中に自己収入財源で取得

し、第５期中長期目標期間へ繰り越した有形

固定資産の減価償却に要する費用等に充当

する。等 

前中長期目標期間繰越積立金は、第４期

中長期目標期間中に自己収入財源で取得

し、第５期中長期目標期間へ繰り越した有形

固定資産の減価償却に要する費用等に充当

する。等 

 

詳細については「国立研究開発法人国際農林水産業研究センター中長期計画」（制定認

可：令和３年 3 月２５日、変更認可：令和 4 年 8 月 30 日）及び「国立研究開発法人国際農林

水産業研究センター令和 7 度計画」をご参照ください。 

https://www.jircas.go.jp/sites/default/files/202208/mid-logntermplan_2021-

2025_20220830.pdf 

https://www.jircas.go.jp/sites/default/files/202606/r07keikaku.pdf 

 

 

https://www.jircas.go.jp/sites/default/files/202103/20210331.pdf
https://www.jircas.go.jp/sites/default/files/202103/20210331.pdf
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7．持続的に適正なサービスを提供するための源泉 

（1） ガバナンスの状況 

国際農研では理事長を委員長とする内部統制委員会を設置し、各種委員会と連携しなが

ら適切な内部統制とコンプライアンスの徹底を図っています。運営に係る事項は役員会で審

議し、運営会議において決定事項を周知しています。 

令和 7 年度は、DX の推進により内部統制の強化や業務の高度化・効率化・利便性向上に

取り組みました。具体的には、コンプライアンス研修におけるチェックシート回答の Forms 化、

各種申請手続のクラウドフロー化、勤務管理システムのクラウド移行を実施しました。あわせて、

情報高度化委員会において未完了項目の推進と職員の自主的な DX 取組の促進を確認し、

システム更新時にはクラウド連携を図るなど、DX に資する基盤整備を進めました。さらに、国

際農研の DX 推進に係る取組は総務省資料において優良事例として紹介されました。 

 

内部統制システムの整備に関する事項の詳細は、「国立研究開発法人国際農林水産業研

究センター業務方法書」（制定認可：平成 13 年 4 月 2 日、最終の変更認可：平成 31 年 3 月

19 日）をご参照ください。 

https://www.jircas.go.jp/sites/default/files/2019/gyoumu_20190319.pdf 

 

 
 

ガバナンスの体制 

 

 

内部統制推進体制【業務フロー図】

職員（役職員等の責務）

内部統制委員会（委員長：理事長）
・関係委員会と連携

・内部統制に関する事項の報告を求める

・コンプライアンス違反に対応して執られた措置の検証

理事長
（最高責任者として内部統制の整備

及び推進の統括）

関係委員会
・内部統制の改善を必要

とする場合
・その他内部統制に関し
委員会に報告することが
必要と認められる場合

リスク管理委員会
・顕在化したリスクに対応

した事項

内部統制担当役員（理事）
（内部統制の推進に関する責任者）

内部統制推進部門（企画連携部・総務部・
リスク管理室）

・内部統制上必要な規程等の整備、周知
・内部統制推進、コンプライアンス研修の実施

・相談、通報への対応

内部統制推進責任者（各組織の長・ＰＤ）
（各組織及び所掌する業務における内部統制の

推進）

監事監査

内部監査

報
告

連
携

報
告

報
告

研
修

相
談
／
通
報

意
見
を
聴
く
機
会

報
告

報
告
会

指
導
・
助
言

告報

報
告
会

報
告

報
告

https://www.jircas.go.jp/sites/default/files/2019/gyoumu_20190319.pdf
https://www.jircas.go.jp/sites/default/files/2019/gyoumu_20190319.pdf
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（2） 役員等の状況 

① 役員の状況（令和7年４月１日） 

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第 6 条に基づき、理事長 1 名、理事 1

名、監事 2 名（内 1 名は非常勤）の 4 名の役員を置いています。 

役 職 氏 名 現任期 経  歴 

理事長 小山 修 

自 令和 3 年 4 月 1 日 

至 令和 8 年 3 月 31 日 

（就任年月日 

令和 3 年 4 月 1 日） 

昭和 54 年 4 月 農林水産省採用 

平成 23 年 4 月 （独）国際農林水産業

研究センター 研究戦略室長 

平成 27 年 4 月 (国研)国際農林水産

業研究センター 理事 

理 事 柳原 誠司 

自 令和 6 年 4 月 1 日 

至 令和 9 年 3 月 31 日 

（就任年月日 

令和 6 年 4 月 1 日） 

平成 7 年 10 月 農林水産省採用 

令和 3 年 4 月 (国研)国際農林水産業

研究センター 生物資源・利用領域

長 

監 事 熊代 輝義 

自 平成 31 年 4 月 1 日 

至 令和 7 年度の財務諸

表承認日 

（就任年月日 

平成 31 年 4 月 1 日） 

昭和 56 年 4 月 国際協力事業団入団 

平成 22 年 7 月 （独）国際協力機構農

村開発部長 

平成 26 年 4 月 （大）東北大学高度教

養教育・学生支援機構グローバルラ

ーニングセンター専任教授 

平成 28 年 7 月 ベトナム農業農村開発

省派遣 JICA 専門家（プロジェクトチー

フアドバイザー） 

監 事 

（非常勤） 
礒田 博子 

自 令和 3 年 6 月 23 日 

至 令和 7 年度の財務諸

表承認日 

（就任年月日 

令和 3 年 6 月 23 日） 

筑波大学生命環境系、地中海・北アフリ

カ研究センター教授 

筑波大学テーラーメイド QOL プログラム

開発研究センター長 

産総研・筑波大食薬資源工学オープン

イノベーションラボラトリラボ長 

 

② 会計監査人の名称及び報酬 

独立行政法人通則法第 39 条第１項に規定する基準に達しないため対象外 

 

（3） 職員の状況 

常勤職員は令和７年度末現在 179 名（前期比増減なし）であり、平均年齢は 47.0 歳（前期

末 47.5 歳）となっています。このうち、国等からの出向者は９名、民間からの出向者は 0 名、令

和８年 3 月 31 日退職者は３名です。 

令和７年度は、女性職員の新規採用率は 22.2％（前期比 2.8％減）となり、女性管理職員の

割合は役員 25％（前期比増減なし）、職員 9.1％（前期比 4.6％増）となっています。また、男

性職員２名が育児休業を取得し、取得率 100％となっています（令和７年度の女性職員該当

者なし） 

 

（4） 重要な施設等の整備等の状況 

  ① 当該事業年度中に完成した主要な施設等   
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    海外実験棟空調機改修工事(整備に要した額 5，663 千円) 

    隔離温室改修工事(整備に要した額 202，015 千円) 

    国際研究本館エレベーター改修工事(整備に要した額 32，857 千円) 

    国際研究本館照明設備改修工事(整備に要した額 24，541 千円) 

    形質転換実験棟ガラス室空調機更新工事(整備に要した額 12，920 千円) 

    熱帯果樹発育生理ガラス室グロースキャビネット修理および省エネ化改修工事 

(整備に要した額 13，129 千円) 

 

  ② 当該事業年度において継続中の主要な施設等の新設・拡充 

    海外生物工学実験棟空調設備改修工事 

 

  ③ 当該事業年度中に処分した主要な施設等 

     該当ありません。 

 

（5） 純資産の状況 

 ① 純資産の額及び出資者ごとの出資額 

平成 13 年 4 月 1 日に、独立行政法人国際農林水産業研究センター法附則第 5 条に基づ

き、国から資本金として 8,470,154,319 円相当の土地・建物等の現物出資を受けました。令和

７年度末の資本金の額は同じく 8,470,154,319 円で増減はありません。 

（単位：円） 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

政府出資金 8,470,154,319 0 0 8,470,154,319 

資本金合計 8,470,154,319         0         0 8,470,154,319 

 

② 目的積立金の申請状況、取崩内容等 

（目的積立金の申請） 

令和 7 年度における目的積立金の申請は、当事業年度に発生した利益については、申請

していません。 

（目的積立金の取崩） 

前中長期目標期間繰越積立金取崩額 1,604,072 円は、棚卸資産、前払費用、仮払金及び

自己収入予算にて取得した固定資産の減価償却費計上額に充てるため、令和 3 年 6 月 30

日付けにて主務大臣から承認を受けた 80,660,065 円のうち、1,604,072 円を取り崩したもので

ある。 
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（6） 財源の状況 

 ① 財源の内訳 

セグメント別の収益内訳（経常収益 4,481 百万円の内訳）          （単位：百万円） 

区分 運営費交付金 受託収入 補助金等 その他 

企画セグメント 466 3 - 36 

環境セグメント 881 258 - 68 

食料セグメント 1,050 75 129 89 

情報セグメント 537 61 - 38 

       小 計 2,933 396 129 231 

法人共通 557 - - 234 

合 計 3,490 396 129 465 

 ［注記］ 

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがあります。 
その他は、資産見返負債戻入、賞与引当金見返に係る収益、退職給付引当金見返に係る

収益、その他の収益を集計しています。 
 

② 自己収入に関する説明 

     受託収入、補助金等の内容は政府・独法受託収入、科学研究費助成事業収入、政府からの

補助金収入等です。また、当法人の企画セグメントでは、令和 7 年度は育成者権利用料 490

千円を得ています。 

 

（7） 社会及び環境への配慮等の状況 

当法人は、社会及び環境への配慮の方針として、政府実行計画の見直しに基づき令和 4 年

9 月に温室効果ガス排出抑制実施計画を見直し、排出される温室効果ガス排出量の削減に務

めることとしています。令和７年度は国際研究本館の照明設備 LED化や八幡台において再生可

能エネルギー割合 40%の電力調達契約を締結し、排出抑制に努めました。また、古紙やペッ

トボトル等の分別回収の徹底を図っています。 

一方、男女共同参画の取組として、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平

成２7 年 9 月 4 日法律第 64 号）に基づく一般事業主行動計画及び女性の人材活用の重要性

に鑑み、女性活躍推進を目的として「理事長インセンティブ経費」の中に「ダイバーシティ研究

環境支援経費枠」を設置し、必要な資金の提供を行うとともに、多様な働き方を認められるよう

な意識改革を目的としたワークライフバランス研修を開催しました。さらに、任期付職員が産前

産後の特別休暇及び育児休業を取得した場合や介護休業を取得した場合、当該育児休業等

の期間を限度に特例として任期を付すことを可能としており、公募要領に明記するなど、仕事と

出産・子育てとの両立について推進するとともに、有給休暇の取得呼びかけ、育児休業取得へ

の理解と促進を目的とした男性職員の育児休業体験談を周知しました。 

また、研究セグメントが研究課題を選定し研究計画を立案・実施する際には、国連が定めた持

続可能な開発目標（SDGｓ）にどのように貢献できるかを検討したうえで研究に取り組むようにし

ています。環境セグメントは、SDG13「気候変動に具体的な対策を」と SDG15「陸の豊かさも守ろ

う」を中心に、 食料セグメントは、SDG2「飢餓をゼロに」と SDG14「海の豊かさを守ろう」を中心
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に、情報セグメントは SDG17「パートナーシップで目標を達成しよう」を中心に、広範な目標に貢

献するべく努めています。更にはほぼ連日発信している Pick Up 記事（国際農林水産業研究に

関連する最新の情報提供）には関連する SDGs の目標を併せて示し、その貢献を可視化してい

ます。 

 

（8） 法人の強みや基盤を維持・創出していくための源泉 

当法人の強みは、食料不安・栄養不良や持続的な資源環境管理など、地球規模の困難な

問題を解決するという高い志を持ち、最新の科学的知見及び技能を有する研究者が、国内外

の研究者と学際的に協力して研究に取り組んでいること、そのような活動を可能にする国内外

の共同研究機関とのネットワークを構築していることです。 

 

 

8．業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況 

（1） リスク管理の状況 

内部統制とリスク管理強化のためリスク管理室を事務局として、業務遂行の障害となる要因

（リスク）を識別、分析、評価し、適切な対応を実施しました。リスク低減措置案については、担当

部署で検討を進めつつ対策を実施して、その進捗状況を定期的にリスク管理委員会でモニタリ

ングしてきました。また、輸入禁止品管理の徹底のため、業務フローの明確化、業務プロセスに

基づいたリスクの抽出、評価、対応策の確認等を行い、リスク管理委員会において対応状況の

確認及び改善指導等を実施しました。 

 

（2） 業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況 

［研究インテグリティ対策］ 

研究インテグリティの確保に向け、コンプライアンス研修において関連講義を日本語及び英

語で実施しました。あわせて、管理委員会において利益相反等への対応状況を確認するととも

に、警察や大学と連携し、情報交換や技術流出防止に関する研修を行いました。 

 

［情報セキュリティ対策の強化］ 

マネジメント監査・ペネトレーションテストに適切に対応するため、各種資料の提出、オンライ

ンでの打ち合わせ、つくば及び石垣での現地対応並びに往査等に協力しました。 

また、令和７年９月の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」等の改定

ならびにマネジメント監査指摘事項等に対応するため、国際農研情報セキュリティ関係規程の

見直しを行い、情報セキュリティ・ポリシー及びガイドライン・マニュアルを改正しました。 

所内ユーザーへの情報セキュリティ教育の一環として、国際農研情報セキュリティ関係規程

（情報セキュリティ・ポリシー・ガイドライン・マニュアル）、インシデント発生（認知）時の連絡方法、

所内手続、想定される身近なリスクへの対応等、管理者やユーザーの認識不足・人的ミスの低

減による情報セキュリティ水準の確保のため、全職員を対象に情報セキュリティセミナーを６回

開催し、延べ 359 名が受講しました。セミナー後は自己点検を実施し、フォローアップが必要と

判断したユーザーには助言を実施するとともに、情報セキュリティ委員会において自己点検結

果の分析・評価を実施しました。 
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  ［環境対策・安全管理の推進］ 

化学物質、生物材料等の適正管理などにより研究活動に伴う環境への影響に十分な配慮を

行うとともに、エネルギーの有効利用やリサイクルの促進に取り組んでいます。 

薬品の管理に関する安全教育、職場巡視及び定期的な点検を行い、化学物質等を適正に

管理しました。また、化学物質リスクアセスメントを実施し、高リスクのものについては、リスク低減

措置の検討及び適用を行いました。 

遺伝子組換え生物等については、遺伝子組換え実験安全委員会に外部委員を委嘱し、実

験計画書の審査を行い、国の基準に従い承認を行っています。また、教育訓練、定期的な点

検により、拡散防止、安全確保に努めています。 

輸入禁止品については、植物防疫所及び動物検疫所と適切に連絡調整を図りつつ輸入許

可申請及び輸入手続きを実施するとともに、専門研修、定期的な保管状況の点検、定期的な

立ち入り検査等により、適正な管理に努めています。 

 

業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況の詳細は、「国立研究開発法人国際農林

水産業研究センター業務実績等報告書」（令和 8 年 6 月）をご参照ください。 

 

https://www.jircas.go.jp/ja/organization/result
https://www.jircas.go.jp/ja/organization/result
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9．業績の適正な評価の前提情報 

ア 企画セグメント 

研究開発成果を最大化し、社会実装を推進するための効果的な研究開発マネジメントを

行うとともに、業務の質を向上させるため、以下の取組を実施します。 

１）気候変動への対処や新たな食料システムの構築に係る地球規模課題の解決に向け、開

発途上地域及び我が国の双方に裨益する研究開発を戦略的に推進します。 

２）開発途上地域における農林水産業に関する研究水準の向上と課題解決に貢献するた

め、国内外の大学や研究機関、他法人、民間企業等との連携及び協力を強化します。 

３）研究開発成果の迅速な社会実装や技術普及に向けた戦略的な知的財産マネジメントを

推進します。 

４）研究開発成果の社会実装に向けた取組を強化します。 

５）国際農研の活動及び成果並びに開発途上地域への貢献や科学技術外交への寄与等

に対する国民の理解を促進するための広報活動に取り組み、国民との双方向コミュニケ

ーションを推進します。 

６）我が国の政策に対応した適切な研究開発と施策への貢献を図るため、行政部局等との

連携を強化します。 

 

 

 

企画セグメントの概要 
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イ 環境セグメント 

（研究プログラムＡ 「気候変動対策技術や資源循環・環境保全技術の開発」に相当） 

進行する気候変動や異常気象の頻発は、世界中の人々・環境・経済に広範囲な影

響を及ぼし、人類が安全に活動できる境界（地球の限界 Planetary boundaries）を

脅かす段階に至っています。社会・経済基盤が脆弱な開発途上地域ではとりわけ深

刻な被害が懸念されており、気候変動の影響を軽減しつつ環境に調和した強靱で持

続的なシステムの構築が喫緊の課題です。 

このため、国内への裨益も考慮しつつ、 アジアを中心とした開発途上地域を対象

に、温室効果ガスの発生を抑制する水管理や家畜飼養等に係る営農・管理技術及び

農産廃棄物の資源化、窒素化合物による環境負荷の低減、遺伝資源の活用等に貢献

する技術を開発します。また、熱帯・島嶼環境や乾燥地等の厳しい自然環境条件に

適応し、資源利用効率を最大化することで生態系の保全と安定的な農林業を両立す

る技術開発等に取り組みます。 

 

 

 

 
環境セグメントの概要 
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ウ 食料セグメント 

（研究プログラムＢ 「新たな食料システムの構築を目指す生産性・持続性・頑強性向上技

術の開発」に相当） 

開発途上地域内での経済格差が拡大し、複雑化する食料・栄養問題への対応などニー

ズの多様化が進んでいます。農林水産業分野では食料・栄養不足の解決が未だ重要な課

題である一方、栄養の質的向上や高付加価値化、ICT や IoT を活用した新たな食料システ

ムへの変革など、新たな取組への期待も高まっています。 

このため、国内への裨益も考慮しつつ、アジア等の開発途上地域において新たなニー

ズに対応し、食料の安定生産と栄養改善に貢献するため、在来作物等の多様な特性及び

ICT・IoT の維持・強化に向け、国境を越えて拡大する越境性病害虫の防除技術や養殖漁

場の適切な管理による水産業の活性化に取り組みます。 

このほか、深刻な食料・栄養問題に直面するアフリカ地域を対象に、CARD への貢献や、

畑作物及び畜産を含めた同地域の農業生産性・頑強性の向上に資する技術開発を行いま

す。 

 

 

 

食料セグメントの概要 
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エ 情報セグメント 

（プログラム C 「戦略的な国際情報の収集分析提供によるセンター機能の強化」に相当） 

今日の食料システムは、サプライチェーン寸断リスク、および地球システム限界リスク、に

直面しています。後者に関しては、気候変動による異常気象が食料生産に大きな影響を及

ぼすだけでなく、燃料・肥料に依存する食料生産そのものが、気候変動や感染症発症の原

因とされる生物多様性の喪失にもつながっています。一方、生産性を犠牲にし、生産者の

生計が成り立たない無理な食料システム変革は現実的ではなく、イノベーションと関係者の

行動変容が必要となります。食料安全保障にまつわる不確実性を取り除き、強靭で持続的

な食料システムを構築するための国際協調・科学的議論において、我が国がイニシアチブ

をとっていくためには、地球規模課題に関する情報収集は極めて重要です。 

政策・戦略策定者にとり、グローバルなアジェンダ・セッティングの場に参画していくため

には、グローバル・フードシステムに関わる現状分析・将来動向についての最新の知見や科

学に基づく戦略的議論について、体系的に整理された情報へのアクセスが不可欠です。ま

た、研究者にとっても、地球規模課題解決のための研究課題を見極める上で、世界の科学

技術ニーズに関する情報を常に更新する必要性が高まっています。 

本プログラムでは、複雑化・多様化する開発途上地域の農林水産業と地球規模のフード

システムに係る課題や開発ニーズに関する情報を多角的に収集・分析し、国内外に広く情

報を発信し、オピニオン・リーダーとして、科学的知見に基づき地球規模課題の解決策につ

いて情報発信していくことを目指します。 

 

情報セグメントの概要 

（農業デジタル化情報は令和４年度終了、グリーンアジアは令和４年度から開始） 
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国際農研の活動 

国際農研と協力関係を長期に渡って継続する国際機関、国外の研究機関、大学等との間

では MOU 等の覚書を締結しています。令和７年度は新たに海外 13 件、国内 29 件の研究契

約の締結・更新を行いました。令和８年 3 月現在で有効な MOU 等は 150 件です。令和７年

度に実施した国内共同研究は 143 件です。 

 

 

第 5 期中長期目標期間の主な対象地域 
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１0．業務の成果と使用した資源との対比 

（１） 当事業年度の主な業務成果・業務実績 

令和 7 年度の代表的な研究成果（巻頭ⅲ-ⅴ)をご参照ください。 

 

（２） 自己評価 

令和 7 年度項目別評定総括表 

（単位：百万円） 

 評定（※） 行政コスト 

第１ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１ 研究開発マネジメント A 523 

（1） 政策の方向に即した研究の戦略的推進 A  

（2） 産学官連携、協力の強化 A  

（3） 知的財産マネジメントの戦略的推進 A  

（4） 研究開発成果の社会実装に向けた取組の強化 A  

（5） 広報活動及び国民との双方向コミュニケーションの推進 A  

（6） 行政部局等との連携強化 A  

２ 気候変動対策技術や資源循環・環境保全技術の開発 S 1,221 

３ 新たな食料システムの構築を目指す生産性・持続性・頑強性

向上技術の開発 
A 1,395 

４ 戦略的な国際情勢の収集・分析・提供によるセンター機能の強

化 
A 653 

第 2 業務運営の効率化に関する事項 B  

第 3 財務内容の改善に関する事項 B  

第 6 その他業務運営に関する重要事項 

１ ガバナンスの強化 B  

２ 研究を支える人材の確保・育成 B  

3 主務省令で定める業務運営に関する事項 B  

法人共通 724 

合計 4,516 

［注記］百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 

自己評価の詳細は、「令和 7 年度に係る業務実績等報告書」（令和 8 年 6 月）をご参照く

ださい。 

※標語の説明 

 研究開発に係る事務及び事業（第 2 の 1、第 3、第 8 の１及び第 8 の 3 以外） 
Ｓ：当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、当該法人の活動による成果、

取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業

務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な成果の創出や将来的な特別

な成果の創出の期待等が認められる。 

Ａ：当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、当該法人の活動による成

果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な

業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の

創出の期待等が認められる。 

Ｂ：当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、当該法人の活動による成果、
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取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向

けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされて

いる。 

Ｃ：当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、当該法人の活動による成

果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」

又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層の工夫、改善等が期待される。 

Ｄ：当国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、当該法人の活動による成果、

取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は

「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見直しを含め特段の工夫、改善

等が求められる。 

 研究開発に係る事務及び事業以外（第 2 の 1、第 3、第 8 の１及び第 8 の 3） 
Ｓ：当該法人の業績向上努力により、中長期計画における所期の目標を量的及び質的に上回

る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標の対中長期計画値（又は対年度計

画値）が 120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合、又は定量

的指標の対中長期計画値（又は対年度計画値）が 100％以上で、かつ中長期目標において

困難度が「高」とされており、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：当該法人の業績向上努力により、中長期計画における所期の目標を上回る成果が得られ

ていると認められる（定量的指標の対中長期計画値（又は対年度計画値）が 120％以上、又

は定量的指標の対中長期計画値（又は対年度計画値）が 100％以上で、かつ中長期目標に

おいて困難度が「高」とされている場合）。 

Ｂ：中長期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中

長期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上）。 

Ｃ：中長期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対

中長期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。 

Ｄ：中長期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求

める（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大

臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。 

 

（3） 当中長期目標期間における主務大臣による過年度の総合評定の状況 

 

区分 令和 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

評定（※） A A A A  

※標語の説明 

Ｓ：当該法人の業績向上努力により、全体として中期計画における所期の目標を量的及び質

的に上回る顕著な成果が得られていると認められる。 

Ａ：当該法人の業績向上努力により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が

得られていると認められる。 

Ｂ：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。 

Ｃ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。 

Ｄ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改

善を求める 
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１１．予算と決算の対比 

 要約した法人単位決算報告書は以下のとおりです。詳細は、決算報告書をご参照ください。 

    (単位：百万円) 

区分 
令和 7 年度 

予算 決算 差額理由 

収入       

  前年度よりの繰越金 336 775 注記 1 

 運営費交付金 3,734 3,734  

  施設整備費補助金 211 180 注記 2 

  受託収入 305 466 注記 3 

  寄附金収入 - -  

  補助金等収入 - 131 注記 4 

  諸収入 1 5 注記 5 

  計 4,586 5,290   
     

支出       

  業務経費 1,848 1,952   

  施設整備費 20 182 注記 6  

  受託経費 305 484 注記 7  

  一般管理費 111 111   

  
人件費 

 

次期中長期目標期

間への繰越金 

2,114 

 

191 

2,039 

 

-  

 

 

注記 8 

   計 4,589 4,768   

［注記］ 

1. 令和4年度の交付金債務残123,152円。(うち研究業務費123,152円)。令和5年度の交付金

債務残168,864,843円。(うち研究業務費16,541円、研究業務人件費168,848,302円)である。

令和6年度の交付金債務残606,034,732円。(うち研究業務費244,365,687円、研究業務人

件費361,669,045円)である。 

2．施設・設備整備計画の進捗による減。 

3．受託研究費の獲得金額の増。 

4．補助金等の収入増。 

5. 諸収入の収入増。 

6. 前年度からの繰越による増。 

7. 受託研究費の獲得金額の増。 

8. 施設・設備整備計画の進捗による減。 

※百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 

 

https://www.jircas.go.jp/ja/disclosure/finance
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１２．財務諸表 

要約した法人単位財務諸表は以下のとおりです。詳細は、財務諸表をご参照ください。 

 

（1） 貸借対照表 
     (単位：百万円) 

資産の部 金額 負債の部 金額 

流動資産 1,548 流動負債 733 

  現金及び預金 1,040   運営費交付金債務 - 

  賞与引当金見返 156   賞与引当金 156 

  その他 352   その他 577 

固定資産 8,750 固定負債 2,009 

  有形固定資産 7,310   資産見返負債 578 

  無形固定資産 34   退職給付引当金 1,406 

    特許権 13   その他 25 

    意匠権 -  負債合計 2,742 

    ソフトウェア 6 純資産の部 金額 

    その他 15 資本金  8,470 

  投資その他の資産 1,406   政府出資金 8,470 

    退職給付引当金見返 1,406 資本剰余金 △ 1,808 

    その他 0 利益剰余金 894 

        純資産合計 7,556 

 資産合計 10,298  負債純資産合計 10,298 

［注記］ 

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 

以後、△はマイナスを示す。 

 

https://www.jircas.go.jp/ja/disclosure/finance
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（2） 行政コスト計算書 
   (単位：百万円) 

  金額 

Ⅰ損益計算書上の費用 4,396 

  研究業務費 3,696 

  一般管理費 698 

  財務費用 2 

  雑損 0 

  臨時損失 0 

Ⅱその他の行政コスト 120 

  減価償却相当額 113 

 除売却差額相当額 7 

Ⅲ行政コスト 4,516 

［注記］ 

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 

 

（3） 損益計算書 

      (単位：百万円) 

  金額   金額 

 経常費用(A) 4,396  経常収益(B) 4,481 

  研究業務費 3,696   運営費交付金収益 3,490 

    人件費 1,439   政府等受託収入 36 

    減価償却費 155   その他受託収入 360 

    賞与引当金繰入 122   資産見返負債戻入 125 

    その他 1,980   賞与引当金見返に係る収益 156 

  一般管理費 698   
退職給付引当金見返に係る収

益 
172 

    人件費 380   雑益  6 

    減価償却費 1   その他 135 

    賞与引当金繰入 34       

    退職給付費用 172  臨時損失(C) 0 

    その他 111  臨時利益(D) 488 

  財務費用 2  その他調整額(E) 2 

  雑損 0  当期総利益(B-A-C+D+E)) 575 

［注記］ 

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。  
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（4） 純資産変動計算書 
      (単位：百万円) 

   資本金   資本剰余金   利益剰余金   純資産合計  

当期期首残高 8,470 △1,890 321 6,901 

  当期変動額    202  202 

  その他行政コスト   △ 120  △120 

  当期純利益     573 573 

当期末残高 8,470 △ 1,808 894 7,556 

 

（5） キャッシュ・フロー計算書 
   (単位：百万円) 

  金額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー（A） △29 

  人件費支出 △2,692 

  運営費交付金収入 3,734 

  受託収入 499 

  その他収入・支出 △1,570 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー（B） △354 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(C) △3 

Ⅳ資金増加額（D=A+B+C） △387 

Ⅴ資金期首残高（E） 1,427 

Ⅵ資金期末残高（F=Ｄ＋E） 1,040 

［注記］ 

百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 

 

（参考）資金期末残高と現金及び預金との関係 
   (単位：百万円) 

資金期末残高 金額 

  現金及び預金 1,040  

 

 

１3．財政状態及び運営状況の法人の長による説明情報 

（1） 貸借対照表 

（資産） 

令和 7 年度末現在の資産合計は 10,298 百万円と、前年度末比 52 百万円増加（0.51％

増）となっております。これは棚卸資産が 54 百万円増加、固定資産が 349 百万円増加しまし

たが、現預金が 387 百万円減になったことが主な要因となっています。 

（負債） 

令和 7 年度末現在の負債合計は 2,742 百万円と、前年度末比 603 百万円減（18.03％減）
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となっています。これは、固定資産見返運営費交付金が 192 百万円増加、退職手当引当金

が 98 百万円増加しましたが、運営費交付金債務が 775 百万円減、未払金が 157 百万円減

になったことが主な要因となっています。 

 

（2） 行政コスト計算書 

令和 7 年度の行政コストは 4,516 百万円と、前年度末比 214 百万円増加（4.98％増）となっ

ています。これは損益計算書上の費用が 199 百万円増加、その他の行政コストが 15 百万円

増加したことが主な要因となっています。 

 

（3） 損益計算書 

（経常費用） 

令和 7 年度の経常費用は 4,396 百万円と、前年度比 200 百万円増加（4.77％増）となっ

ています。これは、給与、賞与及び諸手当が 60 百万円増加、その他人件費が 22 百万円増

加、研究材料費が 21 百万円増加、保守・修繕費が 12 百万円増加、旅費交通費が 30 百万

円増加、消耗品費が 31 百万増加、退職給付費用が 11 百万円増加したことが主な要因とな

っています。 

（経常収益） 

令和 7 年度の経常収益は 4,481 百万円と、前年度比 210 百万円増加（4.91％増）となっ

ています。これは、運営費交付金収益が 229 百万円増加、賞与引当金見返に係る収益が 9

百万円増加、退職給付引当金見返に係る収益が 11 百万円増加しましたが、受託収入が 44

百万円減になったことが主な要因となっています。 

（当期総損益） 

上記経常損益の状況及び臨時利益として固定資産売却益 0 百万円、運営費交付金精算

収益化額 488 百万円、 前中長期目標期間繰越積立金取崩額 2 百万円を計上した結果、令

和 7 年度の当期総損益は 575 百万円と、前年度比 495 百万円増（623.41％増）となってい

ます。これは、中長期間最終年度にあたり運営費交付金債務残を運営費交付金精算収益

化額に計上したことが主な要因となっています。 

 

（4） 純資産変動計算書 

令和 7 年度の純資産は 7,556 百万円と、前年度比 655 百万円増加（9.5％増）となっていま

す。これは、資本剰余金が 82 百万円増加、利益剰余金が 573 百万円増加したことが主な要

因となっています。 

 

（5） キャッシュ・フロー計算書 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

令和 7 年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 29 百万円のキャッシュ減、対前年度比

447 百万円減となっています。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

令和 7 年度の投資活動によるキャッシュ・フローは 354 百万円のキャッシュの減、対前年

度比 188 百万円減となっています。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
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令和 7 年度の財務活動によるキャッシュ・フローは 3 百万円のキャッシュの減、対前年度

比 0 百万円減となっています。 

 

 

１4．内部統制の運用に関する情報 

（1） 内部統制システムの構築 

［役職員の担当業務、権限及び責任の明確化と迅速かつ的確な意思決定］ 

「国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの組織に関する規程」等により役職員

の担当業務、権限及び責任を明確化しています。役員会を原則毎週開催し迅速に意思決定

するとともに、月 2 回運営会議を開催し、役員会における決定事項の周知と要検討事項の協

議を行っています。また、内部統制委員会（委員長は理事長）を 5 回開催して内部統制の推

進に関する事項への対応等の指示を行いました。さらに、内部統制の諸課題等について、毎

月 1 回理事長、理事と監事の面談が実施されています。 

 

［指揮命令系統の明確化］ 

業務運営に関する指揮命令系統（役員－組織の長－職員）、研究業務に関する指揮命令

系統（プログラムディレクター－プロジェクトリーダー－研究職員）をそれぞれ確立し（マトリック

ス制）、当法人の方針や決定事項について速やかな所内通知を図っています。また、運営会

議資料や各種調査、届出書類の提出依頼等は重要性、緊急性の程度に応じ、担当部署から

職員への一斉電子メールやグループウェアの掲示板での連絡を行っています。  

 

（2） コンプライアンスの推進 

［役職員の意識向上のための研修や教育訓練等の実施］ 

当法人に対する国民の信頼を確保する観点から、法令遵守や倫理保持に対する役職員の

意識向上を図るため、内部講師によるコンプライアンス一斉研修を実施しています。全職員に

対し、「就業規則、コンプライアンスの基本等、労働安全衛生、健康管理」、「遺伝子組換え生

物などの使用等に係る安全規則」、「研究費の使用」を、さらに研究職員等に対して、「化学薬

品等の管理」等の研修を実施しました。また、「コンプライアンスルールブック」を見直し、内容

を更新しました。 

 

［研究活動における不適正行為を防止するための職員教育や体制の整備］ 

リスク管理室コンプライアンス管理科において、研究費の不正防止計画の見直しを行い、

研究費に関する不正を発生させる要因の把握、コンプライアンス推進責任者による不正防止

への取組、取引業者への経理適正化の取り組みへの協力要請について所内に周知しました。

コンプライアンス一斉研修において、「研究費の不正使用、研究における不正行為の防止及

び研究成果の管理」の講義を研究者等向けに行うとともに、ｅラーニングプログラムによる研究

倫理教育（研究不正行為防止、研究費不正使用防止）（日本語、英語）を、研究職員等を対

象に実施しました。農林水産省の研究不正ガイドラインに基づいて平成 29 年 3 月に策定した

「研究データの保存と開示に関するガイドライン」を適正に運用しています。 
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１5．法人の基本情報 

（1） 沿革 

昭和45(1970)年6月、農林省熱帯農業研究センター（TARC）として発足しました。その目的

は、開発途上国の食料増産等の農業振興に必要な技術を開発することでした。このため、主

たる研究の場を海外におき、研究者を長期出張させ研究に従事させました。平成5年10月、

従来の農林業研究に加え新たに水産業研究を包摂し、熱帯又は亜熱帯に属する地域及び

その他開発途上にある海外の地域における食料・資源・環境問題等に総合的に対応すること

を目的とし、熱帯農業研究センターは農林水産省国際農林水産業研究センター（国際農研）

に改組されました。 

平成13年4月に国立試験研究機関から独立行政法人に移行しました。平成18年4月には特

定独立行政法人から非特定独立行政法人となるとともに、国際農研の活動を効率的かつ効

果的に遂行するため、従来の部・支所体制ならびに、部・支所ごとの研究推進・管理方法を改

め、すべての研究をプロジェクト方式とし、組織を7つの専門別研究領域と熱帯・島嶼研究拠

点に再編しました。 

平成20年4月に（独）緑資源機構の海外農業開発関連業務を承継し、農村開発調査領域

を設置しました。 

平成21年4月に随意契約の適正化を含めた入札・契約状況、内部統制の状況等をチェック

するため、監査室を新設し、監査体制を整備しました。 

平成23年4月に、第3期中期計画に導入した研究プログラム体制に沿って、プログラムディ

レクター（PD）を組織として設置しました。このプログラムディレクターの新設に伴い、領域を再

編成し、（旧）生物資源領域と（旧）利用加工領域の統合（生物資源・利用領域）及び（旧）生

産環境領域と（旧）畜産草地領域の統合（生産環境・畜産領域）により領域数を8から6へ削減

しました。なお、農村開発調査領域は農村開発領域、国際開発領域は社会科学領域に名称

変更しました。また、研究成果の実用化、産学官連携を強化するために、企画調整部に技術

促進科を新設し、評価業務の効率化・合理化の観点から研究評価科を廃止しました。 

平成 24 年 4 月に、企画調整部に安全管理室を新設し、化学薬品等規制物質の管理の一

層の徹底や、遺伝子組換え作物の取り扱い等、研究業務の安全・危機管理を強化しました。 

平成 27 年 4 月に国立研究開発法人に移行しました。 

平成 28 年 4 月に、リスク管理室（コンプライアンス管理科、安全管理科、検収科）を新設し

ました。また、企画調整部の名称を企画連携部に改正しました。これに伴い、同部に研究管

理科を新設するとともに、研究交流科を連携交流科に名称変更しました。また、安全管理室と

技術促進科を廃止しました。 

令和3年4月研究戦略室を廃止し、新たな情報広報室を独立した組織として新設しました。

また、企画連携部に研究基盤室を設置し、その中にデジタル科を設置するとともにリスク管理

室から安全管理科を移管しました。 

 

（2） 設立に係る根拠法 

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法（平成11年法律第197号） 

 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000197 

 

 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000197
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（3） 主務大臣 

農林水産大臣（農林水産省農林水産技術会議事務局） 

 

（4） 組織図（令和 7 年 4 月 1 日）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5） 事務所（従たる事務所を含む）の所在地 

（本所） 〒305-8686 茨城県つくば市大わし 1-1 

電    話       029-838-6313（代表） 

ファックス       029-838-6316 

ウェブサイト    https://www.jircas.go.jp/ja (日本語) 

https://www.jircas.go.jp/en (英語) 

 

（熱帯・島嶼研究拠点） 〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里川良原1091-1 

電    話       0980-82-2306（代表） 

ファックス       0980-82-0614 

 

 

監 事 

（非常勤） 

監 事 

理 事 

理事長 

情報広報室 

PD (食料) 

PD (情報)  

企画連携部 

総務部 

農村開発領域 

社会科学領域 

生物資源・利用領域 

生産環境・畜産領域 

林業領域 

水産領域 

企画管理室 

研究支援室 

研究基盤室 

庶務課 

財務課 

総務課 

監査室 

PD (環境) 

熱帯・島嶼研究拠点 

リスク管理室 
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（6） 主要な特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の状況 

  

名 称 関係 

(株)JIRCASドリームバイオマスソリューションズ 関連会社 

 

 

（7） 主要な財務データの経年比較 
  (単位：百万円) 

区分 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

経常費用 3,661 3,916 3,892 4,196 4,396 

経常収益 3,771 3,969 4,023 4,271 4,481 

当期総利益 141 40 54 79 575 

資産 9,514 9,537 9,907 10,246 10,298 

負債 2,815 2,915 3,306 3,345 2,742 

利益剰余金 189 210 247 321 894 

業務活動によるキャッシュ・フロー  △142 174 488 418 △29 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △186 △98 △105 △166 △354 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1 △3 △3 △3 △3 

資金期末残高 726 798 1,178 1,427 1,040 

 ［注記］ 

令和 3 年度の主な増減要因 

前中長期間の積立金 590 百万円を国庫納付したことにより、資金期末残高が減少した。 

令和 4 年度の主な増減要因 

業務活動によるキャッシュ・フローが 316 百万円増加した要因は、令和 3 年度は前中長期

間の積立金 590 百万円を国庫納付したため。 

令和 5 年度の主な増減要因 

資金期末残高が増加した要因は、定年年齢が延長され令和 5 年度給付予定だった退職給

付金が翌年に繰り延べされたため。 

令和６年度の主な増減要因 

資金期末残高が増加した要因は、定年年齢が延長され令和 6 年度給付予定だった退職給

付金が翌年に繰り延べされたため。 

令和 7 年度の主な増減要因 

会計基準第 81 第 4 項に基づく運営費交付金債務の全額収益化により、負債が減少し、利

益剰余金が増加した。 
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（8） 翌事業年度における予算、収支計画及び資金計画 

詳細は、年度計画をご参照ください。 

① 予算 

 

（単位：百万円） 

区分 合計 

収入 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

受託収入 

寄附金収入 

諸収入 

 

計 

 

3,950 

191 

399 

0 

1 

 

4,540 

支出 

業務経費 

施設整備費 

受託経費 

一般管理費 

人件費 

 

計 

 

1,464 

191 

399 

111 

2,378 

 

4,543 

 

② 収支計画 

（単位：百万円） 

区分 合計 

費用の部 

経常費用 

人件費 

業務経費 

受託経費 

一般管理費 

減価償却費 

   賞与引当金繰入 

  退職給付費用  

財務費用 

臨時損失 

 

収益の部 

 経常収益 

運営費交付金収益 

 

4,378 

1,950 

1,379 

362 

111 

147 

133 

295 

0 

0 

 

 

4,380 

3,436 

https://www.jircas.go.jp/sites/default/files/2020/r02keikaku.pdf
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諸収入 

受託収入 

寄附金収益 

資産見返負債戻入 

賞与引当金見返に係る収益 

退職給付引当金に係る収益 

臨時利益 

 

純利益 

総利益 

1 

399 

3 

113 

133 

 295 

0 

 

2 

2 

 

③ 資金計画 

（単位：百万円） 

区分 合計 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

受託収入 

寄附金収入 

その他の収入 

投資活動による収入 

施設整備費補助金による収入 

その他の収入 

財務活動による収入 

その他の収入 

前中長期目標期間からの繰越金 

4,568 

4,231 

313 

0 

25 

 

4,568 

4,350 

3,950 

399 

0 

1 

191 

191 

0 

0 

0 

28 

 

［注記］百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。 
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１6．参考情報 

(1) 要約した財務諸表の科目の説明 

① 貸借対照表 

現金及び預金：現金、預金 

その他（流動資産）：未収金、棚卸資産、前払費用など 

有形固定資産：土地、建物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具備品など独立行政法

人が長期にわたって使用または利用する有形の固定資産 

その他（固定資産）：有形固定資産以外の長期資産で、特許権、意匠権、ソフトウェアなど

具体的な形態を持たない無形固定資産など 

資産見返負債：運営費交付金等により、あらかじめ特定した使途等に従い償却資産を取得

した場合に計上される負債 

政府出資金：国からの出資金であり、独立行政法人の財産的基礎を構成 

資本剰余金：国から交付された施設費などを財源として取得した資産で独立行政法人の財

産的基礎を構成するもの 

利益剰余金：独立行政法人の業務に関連して発生した剰余金の累計額 

 

② 行政コスト計算書 

損益計算書上の費用：独立行政法人が実施する事業のコストのうち、損益計算書に計上さ

れる費用 

その他の行政コスト：独立行政法人の損益計算書に計上されないが、事業実施に費やされ

たと認められるコスト 

 

③ 損益計算書 

研究業務費：独立行政法人の業務に要した費用 

人件費：給与、賞与、法定福利費等、独立行政法人の職員等に要する経費 

減価償却費：業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわたって費用として配

分する経費 

一般管理費：独立行政法人の管理運営に要した費用 

雑損：外貨決済による為替差損等 

運営費交付金収益：国からの運営費交付金のうち、当期の収益として認識した収益 

政府等受託収入：国及び地方公共団体からの収入 

その他受託収入：国及び地方公共団体以外からの収入 

資産見返負債戻入：資産見返負債が計上された資産について、減価償却費の計上により

負債が取崩された分 

雑益：保険金収入、生産物売払いなどの収益 

臨時損益：固定資産の売却損益等 

その他調整額：前中長期目標期間繰越積立金の取崩額が該当 

 

④ 純資産変動計算書 

資本金：国からの出資金であり、独立行政法人の財産的基礎の増減を記す 

資本剰余金：国から交付された施設費などを財源として取得した資産で独立行政法人の財
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産的基礎を構成するものの増減を記す 

利益剰余金：独立行政法人の業務に関連して発生した剰余金の累計額の増減を記す 

 

⑤ キャッシュ・フロー計算書 

業務活動によるキャッシュ・フロー：独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態

を表し、サービスの提供等による収入、原材料、商品又はサービスの購入による支出、

人件費支出等が該当 

投資活動によるキャッシュ・フロー：将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活

動に係る資金の状態を表し、固定資産の取得・売却等による収入・支出が該当 

財務活動によるキャッシュ・フロー：資金の調達及び返済などの状態を表し、長期借入金の

返済による支出、国からの出資金受け入れによる収入、不要財産に係る国庫納付によ

る支出、リース債務返済による支出等が該当 

 

（2） その他公表資料等との関係の説明 

① 報告書等 

事業報告書に関連する報告書等として、以下の報告書等を作成しています。 

ⅰ 業務実績等報告書 

ⅱ 財務諸表 

ⅲ 決算報告書 

 

② Web サイト 

 国際農研 Web サイトでは、研究プロジェクトの紹介、研究成果情報、イベント開催

等の各種情報を発信しています（https://www.jircas.go.jp/ja）。 
  

 

公式 Web サイトのトップページ 
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③ SNS 

 X（@jircas_direct）を利用した研究成果や刊行物等の情報を発信しています。また、

YouTube 「JIRCAS channel」（https://www.youtube.com/c/JircasGoJp）では、イベントや

シンポジウム等のアーカイブ動画を配信しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X (@jircas_direct) YouTube (JIRCAS channel) 
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⑤  刊行物 
 令和 7 年度の刊行物を掲載しました。 

https://www.jircas.go.jp/ja/publication 

 

 

 
 

 国際農研へのご意見、研究成果など各種技術、知的財産（特許、育成者権、意匠権）、

またこれらに対する取材に関するご相談、その他のお問い合わせについては、以下の

アドレスにて受け付けております。ご希望されるお問い合わせの種類に応じてお手続

きください。 
https://www.jircas.go.jp/ja/form/inquiry 

要覧（日・英） 広報 JIRCAS 

Annual Report JARQ JIRCAS Newsletter

JIRCAS NEWS（日） 
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